
しんきん会員カード（法人キャッシュカード）規定

第１条（カードの発行）
　　しんきん会員カード（法人キャッシュカード）は当金庫
　の出資金加入者のみに発行貸与し、１事業所につき１枚と
　します。
第２条（脱退時の取扱い）
　　会員を脱退した場合は、カードを直ちにカード発行店に
　ご返却ください。

第３条（会員の特典）
　　当金庫の本支店の自動機において、会員カードを利用し
　て振込をした場合は、手数料を割引致します。
　
　　上記以外の本カードの取扱いについては、さいきょう
　法人キャッシュカード規定に準じます。
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